
インターンシッププログラムの設計委託 学生向け広報費

令和7年度 魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金

中小企業者等のみなさまが、大学生等を対象とした
魅力あるインターンシップ・仕事体験を実施する取り組みについて、

経費の一部を補助します。

● 企画・運営に関する外部コンサルティング費用（委託費）
●プログラム設計委託費 （教材作成費を含む）
● 当日の運営委託費、フォローアップ経費（外部専門家への委託費用に限る）

要綱、様式、その他詳細については県ホームページをご確認ください。  ▶▶▶

● パンフレット、チラシ、Webサイト等の作成費（デザイン制作、印刷費、Web制作費等）
● 参加学生募集のための広告掲載費、募集サイト掲載費等
※「３．広報費」は、補助対象経費全体の1/2以内

３．広報費（インターンシップ・仕事体験の募集・広報のみ）

2．研修費

１．委託料（インターンシップ・仕事体験企画・実施にかかるもの）

●インターンシップ・仕事体験の効果向上を目的とした研修受講料
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① 2023年4月～2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を企画・募集した結果、学生の参加に至らなかった
② 2023年4月～2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を実施したが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
③ 島根県「（新卒）採用の専門家派遣事業」の活用実績があるが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった

次の①から③のいずれか満たす必要があります。（裏面の他の要件もご覧ください）




